
 

 

様式４－４ 

事業概略書 

事 業 名 精神障害者の意思決定の助言・支援を担う人材の養成及び実施について 

事業目的 

「障害者総合支援法」附帯決議、並びに平成24年6月28日「新たな地域精神保健医療

体制の構築に向けた検討チーム」の入院制度に関する議論で、代弁者の重要性が指摘され

ている。 

このため、精神障害者の意思決定の助言・支援を行うために必要な調査を行い、担う人

材を養成し、精神障害者の意思決定の助言・支援を実施するために必要な事項の検討・研

究を行う。 

また、精神障害者の意思決定の助言・支援を行う者として家族を希望する場合も多いと

想定されるが、現在検討されている保護者制度の廃止及び医療保護入院の見直しによって、

精神障害者と家族の関係の変化が予想される。そこで、制度改正後の検討に資するよう、

現在の制度における精神障害者と家族の関係について実態を把握する。 

事 業 概 要 

有識者、医療現場関係者、精神障害者及び家族等で構成される検討委員会を設置し、定

期的に調査や検討の客観性について評価や助言を得ながら、以下の事業を行った。 

（１）精神障害者の意思決定の助言・支援を行う者に関する調査・研究 

① 先行事例の調査 

精神障害者の意思決定の助言・支援を行っている支援者等の活動実態、効果、課題につ

いて調査を行い、現実に即して活用可能な支援フロー【例】を作成した。 

② 意思決定の助言・支援を行うための具体的な方策の検討 

上記フロー【案】による具体的な実施方法や実施にあたっての留意点について分析・考

察を行い、これらを担う人材を養成や意思決定の助言・支援を行う者への資料を作成した。 

（２） 医療保護入院に係る家族の関係に関する調査 

①精神障害者の家族に対するアンケート 

医療保護入院時の同意者や家族間意見の相違、その対応等をアンケート調査した。 

②精神障害者の家族に対するインタビュー 

上記事例の内、特に有益な複数事例についてインタビュー調査を行い、詳細に把握した。 

③ 精神障害者と家族の関係について実態の把握及び考察 

①と②の調査を把握し、現行制度上の精神障害者と家族関係課題について考察を加えた。 

事業実施結果 

及び効果 

意思決定の助言・支援を行っている先行事例（３ヵ所）を通じ、医療機関が現状の制度

の中で意思決定の助言・支援は、治療環境を整える重要な位置づけとして機能し、同時に

権利支援の重要な役割を担っている。医療機関は財政的な裏付けなく退院後生活環境相談

員、地域援助事業者の紹介、院内退院支援委員会を行うので、権利支援への財政的裏付け

が急務である。 

成果とその効果としては、医療機関の努力に甘んじず権利支援を充実させることを目指

し、下記を構成要素として、現実的に活用可能な意思決定の助言・支援のフロー【例】を

作成した。詳細は報告書を提出している。 
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